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令 和 ７ 年 度 釧 路 市 各 会 計 予 算 

 

議 案 番 号       件 名             

議案第 ５ 号 

議案第 ６ 号 

議案第 ７ 号 

議案第 ８ 号 

議案第 ９ 号 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号 

令和７年度釧路市一般会計予算 

令和７年度釧路市国民健康保険特別会計予算 

令和７年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計予算 

令和７年度釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計予算 

令和７年度釧路市後期高齢者医療特別会計予算 

令和７年度釧路市介護保険特別会計予算 

令和７年度釧路市魚揚場事業特別会計予算 

令和７年度釧路市駐車場事業特別会計予算 

令和７年度釧路市動物園事業特別会計予算 

令和７年度釧路市病院事業会計予算 

令和７年度釧路市水道事業会計予算 

令和７年度釧路市工業用水道事業会計予算 

令和７年度釧路市下水道事業会計予算 

令和７年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算 

令和７年度釧路市港湾整備事業会計予算 

（以上 別冊） 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

- 5 -



- 6 -



議案第２０号 

 

釧路市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

釧路市事務分掌条例（平成１７年釧路市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「及び病院」の次に「並びに部に属しない室」を加える。 

第１条総務部の項の前に次のように加える。 

マーケティング戦略室 

(1) マーケティングの手法を活用した施策の推進に関すること。 

附  則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

                     釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

部に属しない室として、新たにマーケティング戦略室を設置いたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２１号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に

関する条例 

 

 （個人情報の保護に関する法律施行条例等の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年釧路市条例第２号）

附則第５項及び第６項  

(2) 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人

情報保護審査会条例（平成１７年釧路市条例第２６号）第２０条 

(3) 釧路市行政不服審査条例（平成２８年釧路市条例第８号）第１９条 

（釧路市職員の給与に関する条例等の一部改正） 

第２条 次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 釧路市職員の給与に関する条例（平成１７年釧路市条例第６５号）第

２８条第３号及び第４号並びに第２９条第１項第１号及び第５項第１号 

(2) 釧路市職員退職手当支給条例（平成１７年釧路市条例第６８号）第１

３条第１項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し及び同条第１項

第１号、第１５条第１項第１号並びに第１７条第４項 

(3) 釧路市公設地方卸売市場業務規程（平成１７年釧路市条例第３０５号

）第１７条第３項第２号 

(4) 釧路市音別地域交流拠点施設条例（令和３年釧路市条例第２６号）第

１７条第２号 

(5) 釧路市消防団に関する条例（平成１７年釧路市条例第２３３号）第５

条第２号 

（釧路市恩給条例の一部改正） 

第３条 釧路市恩給条例（昭和２４年釧路市条例第３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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第６条第１項第２号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、

同条第２項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第１６条第３号及び第２２条第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第２７条第１項第１号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 

  第４６条第１項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第２

項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（釧路フィッシャーマンズワーフ条例等の一部改正） 

第４条 次に掲げる条例の規定中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 釧路フィッシャーマンズワーフ条例（平成１７年釧路市条例第１５３

号）第７条第２号 

(2) 釧路市水産団地汚水処理場条例（平成１７年釧路市条例第１９３号）

第６条第２号 

(3) 釧路市消防団員退職報償金支給条例（平成１７年釧路市条例第２３５

号）第７条第１号 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第５条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、

当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７

号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下こ

の項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役

」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑

法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。

以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁

錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

（人の資格に関する経過措置） 
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第６条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令

の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せら

れた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せ

られた者とみなす。 

２ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められて

いる罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた

起訴とみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について規定の整理

をいたしたく、本案を提出するものである。  
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議案第２２号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正） 

第１条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平

成２７年釧路市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３

号中「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第

２条第１４項」を「第２条第１５項」に改める。 

（釧路市税条例の一部改正） 

第２条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め

る。 

（釧路市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第６項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（説明） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、関係条例における法の引用条項について規定の整理をい

たしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２３号 

 

釧路市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員定数条例（平成１７年釧路市条例第４０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職  員  の  定  数 

１  市長の事務部局（病院及び診療所を除く。）の職員

（市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を含

む。） 

９８４人 

２  病院及び診療所の職員 ８９４人 

３  上下水道部の職員 １２６人 

４  議会事務局の職員 １２人 

５  選挙管理委員会の職員 ５人 

６  監査事務局の職員（公平委員会の職員を併任する者

を含む。） 
６人 

７  農業委員会事務局の職員 ４人 

８  消防本部及び署の職員 ３２２人 

９  教育委員会事務局の職員 １４０人 

10  教育委員会所管の学校職員（市長の事務部局の職員

を併任する幼稚園の職員を除く。） 
６６人 

計 ２，５５９人 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

                     釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

- 15 -



各課業務体制の見直し、業務量の増減等による減員及び増員を行いたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２４号 

 

釧路市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員の勤務時間等に関する条例（平成１７年釧路市条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの

」に改め、同条第４項中「第１項及び前項」を「前３項」に、「前項中」を

「前２項中」に、「以下この項において同じ。）が、規則で定めるところに

より、当該要介護者を介護」を「）が、規則で定めるところにより、当該要

介護者を介護」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障があ

る」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

国家公務員に準拠し、時間外勤務の制限の対象となる職員の範囲を拡大い

たしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２５号 

 

釧路市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員退職手当支給条例（平成１７年釧路市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

第１０条第１１項第４号中「職業」を「安定した職業」に、「もの」を「

者」に改め、同条第１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号

に定める」を「雇用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就

業促進手当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものとみな

される日数に相当する」に改め、同項各号を削る。 

附則第９項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１０条第１１項（第４号に係る部分に限り、同条第１５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した釧路市職員

退職手当支給条例第１条に規定する職員（同条例第２条第２項の規定によ

り職員とみなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）で

あってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用

し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に

相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 
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雇用保険法の一部改正に伴い、雇用保険の失業等給付に相当する退職手当

について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２６号 

 

釧路市手数料条例の一部を改正する条例 

 

釧路市手数料条例（平成１７年釧路市条例第８０号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１０項第１号アを次のように改める。 

ア 建築物を建築する場合（イ及びオに掲げる場合並びに移転する場合

を除く。） 

（床面積の合計） 

３０平方メートル以内のもの 

１件につき １７，０００円（当該申請又は通知に係る建築物が建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１０

条第１号、第３号又は第４号に掲げる建築物である場

合（以下このアにおいて「確認の特例の場合」という。

）にあっては、１４，０００円） 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの 

１件につき ２５，０００円（確認の特例の場合にあっては、２０

，０００円） 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの 

１件につき ３５，０００円（確認の特例の場合にあっては、２９

，０００円） 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以内のもの 

１件につき ４９，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

１件につき ７１，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ８３，０００円 

- 21 -



１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１件につき １０９，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ２１３，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ３６２，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のも

の 

１件につき ４９１，０００円 

２０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以内のも

の 

１件につき ６５１，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの 

１件につき ８７０，０００円 

別表第１０項第１号に次のように加える。 

オ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号に規定する基準に適

合する住宅の確認を申請し、又は計画を通知する場合 

アの規定により算定した額に、次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額を加算した額 

(ｱ) 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位とし

て確認を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該一の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（床面積の合計） 

２００平方メートル以内のもの 

１４，０００円 

２００平方メートルを超えるもの 
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１６，０００円 

(ｲ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として確認を申請し、

又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該一の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

２７，０００円 

３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

４７，０００円  

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

８６，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

１２９，０００円 

別表第１０項第２号ア中「１５，０００円」を「１７，０００円」に改め、 

同号イ中「１０，０００円」を「１１，０００円」に改め、同号ウ中「１５， 

０００円」を「１６，０００円」に改め、同号エ中「１０，０００円」を「

１１，０００円」に改め、同項第３号及び第４号を次のように改める。 

(3) 建築物に関する完了検査申請手数料 

ア 建築物を建築した場合（ウに掲げる場合及び移転した場合を除く。） 

（床面積の合計） 

３０平方メートル以内のもの 

１件につき １７，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては１６，０００円、当該申請又は通知に係る

建築物が建築基準法施行令第１０条第１号、第３号又

は第４号に掲げる建築物である場合（以下このアにお

いて「検査の特例の場合」という。）にあっては１４

，０００円） 
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３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの 

１件につき ２１，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては２０，０００円、検査の特例の場合にあっ

ては１７，０００円） 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては２６，０００円、検査の特例の場合にあっ

ては２２，０００円） 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以内のもの 

１件につき ３６，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては、３５，０００円） 

３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

１件につき ５３，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては、５１，０００円） 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ６１，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては、５９，０００円） 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ８０，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場合

にあっては、７７，０００円） 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１件につき １３６，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場

合にあっては、１３２，０００円） 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ２１７，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場

合にあっては、２０９，０００円） 

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のも

の 

- 24 -



１件につき ２７９，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場

合にあっては、２７１，０００円） 

２０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以内のも

の 

１件につき ３５３，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場

合にあっては、３４５，０００円） 

５０，０００平方メートルを超えるもの 

１件につき ４８０，０００円（中間検査合格証の交付を受けた場

合にあっては、４７２，０００円） 

イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替を

した場合 

当該移転、修繕又は模様替に係る部分の２分の１の床面積に該当す

るアに掲げる額 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１１条第１項に規定する要確認特定建築行為又は建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第１項

に規定する特定建築行為の完了検査を申請し、又は完了した旨を通知

する場合 

アの規定により算定した額に、次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額を加算した額 

(ｱ) 工場、倉庫その他これらに類する用途のみに供する一の建築物（ 

(ｲ)において「工場等」という。）を単位として完了検査を申請し、

又は完了した旨を通知する場合 

次に掲げる当該一の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

４，０００円 
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３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

６，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

８，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１９，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

３３，０００円 

(ｲ) 工場等以外の一の建築物を単位として完了検査を申請し、又は完

了した旨を通知する場合 

次に掲げる当該一の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

１４，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１８，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

２４，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

４３，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

６５，０００円 

(4) 建築物に関する中間検査申請手数料 

（床面積の合計） 

３０平方メートル以内のもの 

１件につき １４，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの 
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１件につき １７，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの 

１件につき ２０，０００円 

２００平方メートルを超え３００平方メートル以内のもの 

１件につき ２７，０００円 

３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの 

１件につき ４０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ４４，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ５４，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ９３，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの 

１件につき １４９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のも

の 

１件につき １８０，０００円 

２０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以内のも

の 

１件につき ２１７，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの 

１件につき ２８０，０００円 

別表第１０項第５号ア中「１５，０００円」を「１７，０００円」に改め、

同表第１４項第１号エ(ｱ)中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、同表

第１５項第１号及び第２号を次のように改める。 

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる場合の区
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分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築又は改

築の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギ

ー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(ｲ)及びイにお

いて同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

２００平方メートル以内のもの 

３３，０００円 

２００平方メートルを超えるもの 

３６，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は

計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

２００平方メートル以内のもの 

２５，０００円 

２００平方メートルを超えるもの 

２８，０００円 

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 
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(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

６４，０００円 

３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１０４，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１７５，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

２５０，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は

計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

４８，０００円 

３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

７８，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１３４，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

１９５，０００円 

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又
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は計画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号イに適合

している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は

改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。(ｲ)

及び(ｳ)において同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該

当しない部分を除く。(ｲ)において同じ。）の床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

２０３，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

２５４，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

３２７，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

４６５，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

５７２，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 

６７６，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

７７１，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号ロに適合

している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 
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次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

７９，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１００，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１３１，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

２１１，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

２７４，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 

３２９，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

３８６，０００円 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

１１，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 
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２６，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

７４，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

１１５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 

１４４，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

１８０，０００円 

エ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の

用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 

それぞれの部分につき、ア及びウに規定する額を合計した額 

オ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 

それぞれの部分につき、イ及びウに規定する額を合計した額 

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料 

変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

判定を申請し、計画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築又は改

築の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギ

- 32 -



ー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(ｲ)及びイにお

いて同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

２００平方メートル以内のもの 

２０，０００円 

２００平方メートルを超えるもの 

２２，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は

計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

２００平方メートル以内のもの 

１６，０００円 

２００平方メートルを超えるもの 

１７，０００円 

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

３７，０００円 

３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 
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６２，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１０９，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

１６２，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を申請し、又は

計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

２９，０００円 

３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

４９，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

８８，０００円 

５，０００平方メートルを超えるもの 

１３４，０００円 

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、計

画を通知する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号イに適合

している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は

改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。(ｲ)

及び(ｳ)において同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該

当しない部分を除く。(ｲ)において同じ。）の床面積の合計の区分
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に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

１０７，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１３６，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

１７７，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

２６９，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

３４４，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 

４１０，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

４７５，０００円 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号ロに適合

している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

４５，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

５９，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 
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７９，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

１４２，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

１９５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 

２３７，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

２８３，０００円 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（床面積の合計） 

３００平方メートル以内のもの 

１１，０００円 

３００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの 

１７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のもの 

２６，０００円 

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの 

７４，０００円 

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のも

の 

１１５，０００円 

１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内の

もの 
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１４４，０００円 

２５，０００平方メートルを超えるもの 

１８０，０００円 

エ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の

用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又

は計画を通知する場合 

それぞれの部分につき、ア及びウに規定する額を合計した額 

オ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 

それぞれの部分につき、イ及びウに規定する額を合計した額 

別表第１５項中第５号を削り、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として

書面を交付する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を受けていた場合 

当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築又は改築の場合に

あっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消費性能

の算定の対象に該当しない部分を除く。(ｲ)及びイにおいて同じ。

）の床面積の合計に応じ、前号ア(ｱ)に規定する場合の例により算

定した額 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を受けていた場

合 
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当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計に応じ、

前号ア(ｲ)に規定する場合の例により算定した額 

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑴に適合している旨の判定を受けていた場合 

当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計に応じ、

前号イ(ｱ)に規定する場合の例により算定した額 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及び

ロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に適合している旨の判定を受けていた場

合 

当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計に応じ、

前号イ(ｲ)に規定する場合の例により算定した額 

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号イに適合

している旨の判定を受けていた場合 

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は改築の場合

にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。(ｲ)及び(ｳ)にお

いて同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分

を除く。(ｲ)において同じ。）の床面積の合計に応じ、前号ウ(ｱ)に

規定する場合の例により算定した額 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について省令第１条第１項第１号ロに適合

している旨の判定を受けていた場合 

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じ、

前号ウ(ｲ)に規定する場合の例により算定した額 
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(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 

当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じ、

前号ウ(ｳ)に規定する場合の例により算定した額 

エ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の

用途に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場

合 

それぞれの部分につき、ア及びウに規定する額を合計した額 

オ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有

する一の建築物を単位として書面を交付する場合 

それぞれの部分につき、イ及びウに規定する額を合計した額 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部

改正に伴い、関係手数料について所要の改正をいたしたく、本案を提出する

ものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 建築確認及び各種検査に係る審査項目の増等に伴い、関係手数料の額等

について見直しを行うこと。 

２ 建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる建築物の範囲

が拡大されることに伴い、同基準に係る適合性判定手数料等において新た

な区分を設けること。 

３ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定制度の廃止に伴

い、同制度に係る手数料を廃止すること。 
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議案第２７号 

 

釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年釧路市条例第９９号

）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 災害弔慰金の支給（第３条―第９条） 

第３章 災害障害見舞金の支給（第１０条―第１２条） 

第４章 災害援護資金の貸付け（第１３条―第２１条） 

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会（第２２条） 

第６章 補則（第２３条） 

第２２条を第２３条とし、同条の前に次の章名を付する。 

第６章 補則 

第４章の次に次の１章を加える。 

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会 

第２２条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関す

る事項を調査審議するため、釧路市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「

委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから

必要の都度、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、３年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

４ 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

５ 委員会に委員長を置く。 
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６ 委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する合議体

で、調査審議することができる。 

７ 前項の合議体に長を置く。 

８ 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

２ 釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

平成１７年釧路市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「別表第１第２２項及び第２３項」を「別表第１第２３

項及び第２４項」に改め、同条第５項中「別表第１第２３項」を「別表第

１第２４項」に改める。 

第３条第４項及び第５項中「別表第１第２３項」を「別表第１第２４項

」に改める。 

第５条第２項中「及び障害支援区分等審査会の会長」を「、障害支援区

分等審査会及び災害弔慰金等支給審査委員会の会長又は委員長」に、「、

会長」を「、会長又は委員長」に改める。 

別表第１中第２３項を第２４項とし、第１１項から第２２項までを１項

ずつ繰り下げ、 

「 

 

 

を 

 

 

」 

９ 介護認定審査会 

会長及

び合議

体の長 

１回 

１６，９００ ２ 級 

委員 １２，０００ ２ 級 

10 障害支援区分等審

査会 

会長及

び合議

体の長 

１６，９００ ２ 級 

委員 １２，０００ ２ 級 
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「 

 

 

 

 

に 

 

 

 

 

」 

改め、同表備考第２項中「第２３項」を「第２４項」に改める。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するための審査委員会の設置

について定めたく、本案を提出するものである。 

９ 介護認定審査会 

会長及

び合議

体の長 

１回 

１６，９００ ２ 級 

委員 １２，０００ ２ 級 

10 障害支援区分等審

査会 

会長及

び合議

体の長 

１６，９００ ２ 級 

委員 １２，０００ ２ 級 

11 災害弔慰金等支給

審査委員会 

委員長

及び合

議体の

長 

１６，９００ ２ 級 

委員 １２，０００ ２ 級 

- 43 -



- 44 -



議案第２８号 

 

釧路市保育に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市保育に関する条例（平成１７年釧路市条例第１０２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条の見出し及び同条第１項中「地域子育て支援拠点センター」を「地

域子育て支援センター」に改め、同条第２項の表を次のように改める。 

センターの名称 位置 

釧路市子育て支援総合センター 釧路市幸町９丁目１番地（釧路

市交流プラザさいわい内） 

釧路市中部子育て支援センター 釧路市芦野３丁目１０番９号 

釧路市西部子育て支援センター 釧路市鳥取北４丁目２１番８号 

第３条第２項の表釧路市立桜ケ岡保育園の項を削る。 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第３条第２項の表の

改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市地域子育て支援拠点センターの再編及び釧路市立桜ケ岡保育園の廃

止に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２９号 

 

釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

釧路市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第

１号」に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、同条第３

項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

第６条第３項第１号中「当該」を削り、「第２７条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業

Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満た

すと認めるときは、前項第２号」を「いずれかを満たすときは、第１項第２

号」に改め、同項各号を次のように改め、同項を同条第４項とする。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著し
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く困難であること。 

第６条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（

第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第

１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、食事の

提供及び連携施設の確保に係る基準について所要の改正をいたしたく、本案

を提出するものである。 
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議案第３０号 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年釧路市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う

」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同

項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第９項を第

１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第３項各号列

記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

第４２条第３項第１号中「当該」を削り、「小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認めるときは、

前項第２号」を「いずれかを満たすときは、第１項第２号」に改め、同項各

号を次のように改め、同項を同条第４項とする。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進
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のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。 

第４２条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第５項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、連携施設の確保に係る基準
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について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３１号 

 

釧路市老人福祉施設条例の一部を改正する条例 

 

釧路市老人福祉施設条例（平成１７年釧路市条例第１１３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第 1 号の表釧路市大楽毛老人福祉センターの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

釧路市大楽毛老人福祉センターの廃止に伴い、所要の改正をいたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第３２号 

 

釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

釧路市国民健康保険条例（平成１８年釧路市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１７条中「６５万円」を「６６万円」に改める。 

第１７条の１０中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

第２６条第１項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同項第２号中「２

９万５，０００円」を「３０万５，０００円」に改め、同項第３号中「５４

万５，０００円」を「５６万円」に改め、同条第３項中「６５万円」を「６

６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同条第４項中「６５万円

」を「６６万円」に改める。 

第２６条の４第１項及び第２項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同

条第３項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に

改め、同条第４項中「６５万円」を「６６万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和７年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明）  
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国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく、本案

を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 保険料の賦課限度額関係 

(1) 基礎賦課額に係る賦課限度額を６６万円とすること。 

(2) 後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２６万円とすること。 

２ 保険料の軽減措置関係 

(1) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を３０万５，００

０円とすること。 

(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の２割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を５６万円とする

こと。 
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議案第３３号 

 

釧路市公設地方卸売市場業務規程の一部を改正する条例 

 

釧路市公設地方卸売市場業務規程（平成１７年釧路市条例第３０５号）の

一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

冷蔵倉庫使用料 月額 １，５００，０００円 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

釧路市公設地方卸売市場における冷蔵倉庫の供用開始に伴い、その使用料

について規定いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３４号 

 

釧路市牧場条例の一部を改正する条例 

 

釧路市牧場条例（平成１７年釧路市条例第１８２号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１項の表を次のように改める。 

区分  単位  

使用料等の額 

市内家畜飼

養者 

第７条ただ

し書による

利用者 

放
牧
料 

乳牛（生後６月齢以上）  １頭１日当たり  290円 370円 

馬（２歳以上）  １頭１日当たり  330円 410円 

馬（親子連れ）  １組１日当たり  370円 440円 

肉用牛  １頭１日当たり  290円 370円 

肉専用牛（生後７月齢以上）１頭１日当たり  250円 330円 

肉専用牛（親子連れ）  １組１日当たり  290円 370円 

自主管理家畜  １頭１日当たり  160円 220円 

舎
飼
料 

乳牛（生後１０日齢以上１

７月齢未満）  
１頭１日当たり  620円 690円 

乳牛（生後１７月齢以上）  １頭１日当たり  690円 760円 

肉用牛  １頭１日当たり  760円 850円 

肉専用牛（生後７月齢以上）１頭１日当たり  730円 820円 

肉専用牛（親子連れ）  １組１日当たり  760円 850円 

肉用肥育牛  １頭１日当たり  930円 ― 

人工授精捕獲料  
１頭１放牧期間  
当たり  

2,900円 

（受精卵移

植を行う場

合にあって

は、5,800

円） 

3,700円 

（受精卵移

植を行う場

合にあって

は、7,400

円） 

乾
草
料 

乾草１級品  
１キログラム当  
たり  

40円 ― 

乾草２級品  
１キログラム当  
たり  

30円 ― 
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 乾草３級品  
１キログラム当

たり  
10円 ― 

採
草
料 

生草 上畑  
年１０アール当  
たり  

4,640円 ― 

生草 中畑  
年１０アール当  
たり  

3,030円 ― 

 生草 下畑  
年１０アール当  
たり  

2,610円 ― 

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間における新野牧場、

音羽牧場、鶴丘牧場、第二音羽牧場、大正牧場、紀ノ丘牧場、共和牧場、

中仁々志別牧場及び下仁々志別牧場の利用に係る使用料等については、改

正後の別表第１項の表の規定にかかわらず、次の表に定めるところによる。  

区分  単位  

使用料等の額 

市内家畜飼

養者 

第７条ただ

し書による

利用者 

放
牧
料 

乳牛（生後６月齢以上）  １頭１日当たり  250円 370円 

馬（２歳以上）  １頭１日当たり  280円 410円 

馬（親子連れ）  １組１日当たり  320円 440円 

肉用牛  １頭１日当たり  250円 370円 

肉専用牛（生後７月齢以上）１頭１日当たり  220円 330円 

肉専用牛（親子連れ）  １組１日当たり  250円 370円 

自主管理家畜  １頭１日当たり  140円 220円 

舎
飼
料 

乳牛（生後１０日齢以上１

７月齢未満）  
１頭１日当たり  530円 690円 

乳牛（生後１７月齢以上）  １頭１日当たり  590円 760円 

肉用牛  １頭１日当たり  650円 850円 

肉専用牛（生後７月齢以上）１頭１日当たり  630円 820円 

肉専用牛（親子連れ）  １組１日当たり  650円 850円 

肉用肥育牛  １頭１日当たり  790円 ― 

  2,500円 3,700円 
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人工授精捕獲料  

 
１頭１放牧期間  
当たり  

（受精卵移

植を行う場

合にあって

は、5,000

円） 

（受精卵移

植を行う場

合にあって

は、7,400

円） 

乾
草
料 

乾草１級品  
１キログラム当  
たり  

30円 ― 

乾草２級品  
１キログラム当  
たり  

20円 ― 

乾草３級品  
１キログラム当  
たり  

10円 ― 

採
草
料 

生草 上畑  
年１０アール当  
たり  

4,000円 ― 

生草 中畑  
年１０アール当  
たり  

2,610円 ― 

生草 下畑  
年１０アール当  
たり  

2,250円 ― 

 

令和７年２月２１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明）  

牧草地、牛舎の整備等に伴い、市営牧場の使用料等を改定いたしたく、本

案を提出するものである。  
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議案第３５号 

 

釧路市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準

に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条

例（平成２５年釧路市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正

に伴い、政令の引用条項について規定の整備をいたしたく、本案を提出する

ものである。 
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議案第３６号 

 

建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 

建築基準法施行条例（平成１７年釧路市条例第２０５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１７条第１項中「同項の表の（二）に該当する建築物にあっては、同表

（三）の当該欄に掲げる割合」を「規則で定めるところにより、同項に規定

する国土交通大臣が定める割合に積雪荷重を考慮したもの」に改め、同条第

２項中「同項の表二の第４３条第１項の表の（二）に掲げる建築物に該当す

る建築物にあっては、同表の第４３条第１項の表の（一）又は（三）に掲げ

る建築物の当該欄に掲げる数値」を「規則で定めるところにより、同項に規

定する国土交通大臣が定める基準に積雪荷重を考慮したもの」に改め、同条

の次に次の１条を加える。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１７条の２ 法第３条第２項の規定により前条第１項の規定の適用を受け

ない建築物又はその部分について増築又は改築をする場合においては、当

該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱について、当該増築又は改築に

より構造耐力上支障が生じないと市長が認めるときは、当該増築又は改築

に係る部分以外の部分の柱の小径に対しては、同項の規定は、適用しない。 

２ 法第３条第２項の規定により前条各項の規定の適用を受けない建築物又

はその部分について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改

築に係る部分がそれ以外の部分と相互に応力を伝えない構造方法のみで接

するときは、当該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱の小径及び軸組

に対しては、同条各項の規定は、適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して１年を経過する日までに工事に着手す

る地階を除く階数が２以下、高さが１３メートル以下及び軒の高さが９メ

ートル以下の木造の建築物（延べ面積が３００平方メートルを超えるもの

を除く。）については、この条例による改正後の建築基準法施行条例第１

７条に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要するこ

とその他の事由により、当該基準により難いと認められる場合においては、

この条例による改正前の建築基準法施行条例（次項において「改正前の条

例」という。）第１７条に規定する基準によることができる。 

３ この条例の施行前にした行為及び前項の規定により改正前の条例に規定

する基準によることができるとされる基準に係るこの条例の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

建築基準法施行令の一部改正に伴い、多雪区域内における木造建築物の柱

の小径及び軸組に係る基準について所要の改正をいたしたく、本案を提出す

るものである。 
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議案第３７号 

 

釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術

管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例 

 

釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資

格に関する条例の一部を改正する条例（令和６年釧路市条例第３０号）の一

部を次のように改正する。 

第２条のうち、第３条第１項第１号から第３号まで及び第８号を改め、同

号を同項第１１号とし、同項第７号を改め、同号を同項第９号とし、同号の

次に１号を加える改正規定中「いう。）」を」の次に「、「修了した後」の

次に「。次号において同じ。」を」を加え、「第３４条第１項」を「第３７

条第１項」に改める。 

第２条のうち、第４条第１項第２号から第４号までを改め、同項中第６号

を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に２号を加える改正規定中

「第３４条第１項」を「第３７条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

建設業法施行令の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をいたしたく、本

案を提出するものである。 
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議案第３８号 

 

釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

第１条 釧路市立学校設置条例（平成１７年釧路市条例第２４３号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第３中 

 「 

                                 」 

 を 

 「 

                                 」 

に改める。 

第２条 釧路市立学校設置条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２中 

 「 

 

                                 」 

 を 

 「 

                                 」 

 に、 

 「 

 

                                 」 

 を 

 「 

                                 」 

 に改める。 

 

 同  新陽小学校  同 新富士町４丁目６番８号 

 同  大楽毛小学校 同 大楽毛４丁目１０番１１号 

 

 同  新陽小学校  同 新富士町４丁目６番８号 

 

 同  阿寒小学校  同 阿寒町富士見１丁目１７番１号 

 同  音別小学校 同 音別町中園２丁目１番地 

 

 

 同  阿寒小学校  同 阿寒町富士見１丁目１７番１号 

 

 同  音別中学校  同 音別町中園２丁目２番地 

 

 同  音別中学校  同 音別町中園２丁目１番地 
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  別表第３中 

 「 

 

                                 」 

 を 

 「 

                                 」 

 に、 

 「 

 

                                 」 

 を 

 「 

                                 」 

に改める。 

  別表第４に次のように加える。 

 同  大楽毛学園  同 大楽毛１丁目１０番１号 

 同  音別義務教育学

校 

 同 音別町中園２丁目１番地 

第３条 釧路市立学校設置条例の一部を次のように改正する。 

  別表第４中 

「 

 

」

を 

「 

 

」

に改める。 

附 則 

 

同  山花中学校 同 山花１４線１３２番地 

 

同  阿寒中学校 同 阿寒町北新町２丁目４番１号 

同  音別中学校 同 音別町中園２丁目１番地 

 

 

同  阿寒中学校 同 阿寒町北新町２丁目４番１号 

 

同  山花中学校 同 山花１４線１３２番地 

同  大楽毛中学校 同 大楽毛１丁目１０番１号 

 

 同  音別義務教育学

校 

 同 音別町中園２丁目１番地 

 

 同  音別義務教育学

校 

 同 音別町中園２丁目２番地 
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この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

(1) 第１条の規定 令和７年４月１日 

(2) 第２条の規定 令和８年４月１日 

(3) 第３条の規定 教育委員会規則で定める日 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

釧路市がめざす学校のすがた基本計画に基づく義務教育学校２校の設置等

に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３９号 

 

釧路市交流プラザさいわい条例の一部を改正する条例 

 

釧路市交流プラザさいわい条例（平成１７年釧路市条例第２６１号）の一

部を次のように改正する。 

別表１階の部を削り、同表２階の部洋室の項中 

「 

                               を 

                              」 

「 

                               に 

                              」 

改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

多目的ホールの廃止に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するも

のである。 

 

２０１号 1,210 1,700 1,700 4,610 

 

２０１号 

円 

1,210 

円 

1,700 

円 

1,700 

円 

4,610 
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議案第４０号 

 

釧路市阿寒国際ツルセンター条例の一部を改正する条例 

 

釧路市阿寒国際ツルセンター条例（平成１７年釧路市条例第１６４号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第２項及び第３項を削る。 

第３条中「ツルセンター」を「釧路市阿寒国際ツルセンター（以下「ツル

センター」という。）」に改める。 

別表備考を次のように改める。 

備考 団体は、１５人以上の場合とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（釧路市湿原関連施設共通使用料条例の一部改正） 

２ 釧路市湿原関連施設共通使用料条例（平成１９年釧路市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「（タンチョウ観察センターを含む。以下同じ。）」を

削る。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明）  

タンチョウ観察センターの廃止に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を

提出するものである。   

- 75 -



- 76 -



議案第４１号 

 

釧路市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例 

 

釧路市消防団員退職報償金支給条例（平成１７年釧路市条例第２３５号）

の一部を次のように改正する。 

    「        「             

 

 

 

別表中        を             に改める。 

 

 

  

           」             」 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職

した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、な

お従前の例による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

30年以上 

円 

979,000 

909,000 

849,000 

809,000 

734,000 

689,000 

30年以上 

35年未満 
35年以上 

円 

979,000 

円 

1,079,000 

909,000 1,009,000 

849,000 949,000 

809,000 909,000 

734,000 834,000 

689,000 789,000 
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（説明） 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に準 

拠し、勤務年数が３５年以上である消防団員の退職報償金を増額いたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第４２号 

 

釧路市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の件 

 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１

３年法律第１２０号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、

次のとおり釧路市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定する。  

記 

１ 郵便局の名称 

(1) 大楽毛郵便局 

(2) イオンモール釧路昭和内郵便局 

(3) 釧路桜ヶ岡郵便局 

２ 郵便局において取り扱う事務 

(1) 法第２条第６号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の発行

の申請の受付、署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る

個人番号カード用署名用電子証明書を記録した個人番号カードの引渡し

並びに個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受

付及び署名利用者確認のための書類の受付に関する事務 

(2) 法第２条第７号に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

の発行の申請の受付、利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当

該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人

番号カードの引渡し並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の

失効を求める旨の申請の受付及び利用者証明利用者確認のための書類の

受付に関する事務 

３ 郵便局において取り扱う事務の取扱期間 

令和７年７月１日から令和８年３月３１日までとする。ただし、この

期間満了の３か月前までに市及び日本郵便株式会社が郵便局において取

り扱う事務の取扱期間の延長に合意した場合は、取扱期間を１年間延長
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するものとし、以後も同様とする。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定することについて、地方公共

団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条第３項の規定

により議会の議決を得たく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 公 共 団 体 の 特 定 の 事 務 の 郵 便 局 に お け る 取 扱 い に 関 す る 法 律 抜 粋  

 

（ 郵 便 局 の 指 定 等 ）  

第 ３ 条  地 方 公 共 団 体 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 郵 便 局 に お い て 取 り 扱 わ

せ よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 郵 便 局 を 指 定 す る も の と

す る 。  

( 1 )  そ の 人 的 構 成 に 照 ら し て 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 郵 便 局 に お い

て 取 り 扱 う 事 務 （ 以 下 「 郵 便 局 取 扱 事 務 」 と い う 。 ） を 適 正 か つ 確 実 に

実 施 す る こ と が で き る 知 識 及 び 能 力 を 有 し て い る こ と 。  

( 2 )  郵 便 局 取 扱 事 務 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 施 設 及 び 設 備

（ 前 条 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 第 ２ 号 措 置 を 適 正 か つ 確 実 に 行

う た め に 必 要 な 施 設 及 び 設 備 を 含 む 。 ） と し て 総 務 省 令 で 定 め る 施 設 及

び 設 備 を 備 え て い る こ と 。  

( 3 )  個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め の 措 置 そ の 他 郵 便 局 取 扱 事 務

を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 措 置 （ 前 条 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 務

に あ っ て は 、 第 ２ 号 措 置 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う た め に 必 要 な 措 置 を 含 む 。

） と し て 総 務 省 令 で 定 め る 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

( 4 )  そ の 他 総 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

２  地 方 公 共 団 体 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 郵 便 局 を 指 定 し よ う と す る と き は 、

当 該 郵 便 局 の 名 称 、 当 該 郵 便 局 の 郵 便 局 取 扱 事 務 及 び 当 該 郵 便 局 取 扱 事 務

を 取 り 扱 う 期 間 を 明 ら か に し て 、 あ ら か じ め 、 日 本 郵 便 株 式 会 社 に 協 議 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  地 方 公 共 団 体 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 が 調 い 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 郵

便 局 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の

議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 、 ５ 項  略 ）  

（ 郵 便 局 に お け る 事 務 の 取 扱 い ）  

第 ２ 条  地 方 公 共 団 体 は 、 次 に 掲 げ る 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 、 当 該 地 方

公 共 団 体 に お い て 取 り 扱 う ほ か 、 次 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 地 方 公 共 団

体 が 指 定 し た 郵 便 局 に お い て 取 り 扱 わ せ る こ と が で き る 。  

（ １ ～ ５ 号  略 ）  

( 6 )  電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る

法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ３ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 条 の ２ 第 １ 項
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の 規 定 に 基 づ く 同 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 個 人 番 号 カ ー ド 用 署 名 用 電 子 証 明 書

（ 以 下 こ の 号 に お い て 「 個 人 番 号 カ ー ド 用 署 名 用 電 子 証 明 書 」 と い う 。

） の 発 行 の 申 請 の 受 付 、 同 条 第 ３ 項 及 び 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 ３ 条 第 ３ 項 （ 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 署 名 利 用 者 確 認 の た め の 書 類

の 受 付 並 び に 当 該 申 請 に 係 る 個 人 番 号 カ ー ド 用 署 名 用 電 子 証 明 書 を 記 録

し た 同 法 第 ３ 条 第 ４ 項 及 び 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 ３ 条 第 ４ 項 （ 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 個 人 番 号 カ ー ド の 引 渡 し 並 び に 同 法 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人

番 号 カ ー ド 用 署 名 用 電 子 証 明 書 の 失 効 を 求 め る 旨 の 申 請 の 受 付 並 び に 同

条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ３ 条 第 ３ 項 及 び 同 法 第 ９ 条 第 ３ 項 に お

い て 準 用 す る 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ３ 条 第 ３ 項

の 署 名 利 用 者 確 認 の た め の 書 類 の 受 付  

( 7 )  電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る

法 律 第 ２ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 同 法 第 ２ ２

条 第 １ 項 の 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 （ 以 下 こ の 号 に お

い て 「 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 」 と い う 。 ） の 発 行 の

申 請 の 受 付 、 同 条 第 ３ 項 及 び 同 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る

同 法 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 （ 同 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 利 用 者 証 明 利 用 者 確 認 の た め の 書

類 の 受 付 並 び に 当 該 申 請 に 係 る 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明

書 を 記 録 し た 同 法 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 及 び 同 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 （ 同 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 個 人 番 号 カ ー ド の 引 渡 し 並 び に 同 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 個 人 番 号 カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 の 失 効 を 求 め

る 旨 の 申 請 の 受 付 並 び に 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ２ 条 第 ３

項 及 び 同 法 第 ２ ８ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 の 利 用 者 証 明 利 用 者 確 認 の た め の 書

類 の 受 付  

（ 以 下  略 ）  
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議案第４３号 

 

令和６年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６１３,１８１千円を追

加し、歳入歳出それぞれ１１１,９６０,９６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正）  

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第４条 地方債の変更及び追加は、「第４表 地方債補正」による。  

 

令和７年２月２１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

15 国 庫 支 出 金 24,833,104 1,035,181 25,868,285

1 国 庫 負 担 金 17,738,696 988,660 18,727,356

2 国 庫 補 助 金 7,048,759 46,521 7,095,280

16 道 支 出 金 6,448,049 375,945 6,823,994

1 道 負 担 金 5,008,809 342,419 5,351,228

2 道 補 助 金 1,003,911 33,526 1,037,437

18 寄 附 金 3,110,146 138,611 3,248,757

1 寄 附 金 3,110,146 138,611 3,248,757

19 繰 入 金 5,197,093 527,544 5,724,637

2 基 金 繰 入 金 5,178,509 527,544 5,706,053

22 市 債 9,721,835 535,900 10,257,735

1 市 債 9,721,835 535,900 10,257,735

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 109,347,787 2,613,181 111,960,968
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 12,540,005 85,466 12,625,471

1 総 務 管 理 費 12,199,113 85,466 12,284,579

3 民 生 費 34,100,199 1,779,901 35,880,100

1 社 会 福 祉 費 7,950,909 588,742 8,539,651

3 児 童 福 祉 費 10,259,836 899,112 11,158,948

4 生 活 保 護 費 12,006,461 292,047 12,298,508

4 衛 生 費 4,283,322 33,500 4,316,822

1 保 健 衛 生 費 1,847,831 33,500 1,881,331

6 農 林 水 産 業 費 1,303,214 21,517 1,324,731

1 農 業 費 719,024 1,108 720,132

3 水 産 業 費 129,326 20,409 149,735

8 土 木 費 6,837,388 84,036 6,921,424

2 道 路 橋 梁 費 3,372,722 63,036 3,435,758

5 公 園 費 611,617 21,000 632,617

9 港 湾 費 1,695,913 190,350 1,886,263

1 港 湾 費 1,695,913 190,350 1,886,263

11 教 育 費 9,217,101 18,411 9,235,512

1 総 務 費 5,652,035 18,261 5,670,296

6 社 会 教 育 費 1,344,790 150 1,344,940

14 諸 支 出 金 11,231,791 400,000 11,631,791

1 特別会計繰出金 11,231,791 400,000 11,631,791

款 項

歳 出 合 計 109,347,787 2,613,181 111,960,968
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金 額
千円

第２表　　繰　越　明　許　費　補　正

63,0362

21,000

190,350港 湾 費

公 園 費

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金

44,938

300,000

款区 分

土 木 費

港 湾 費

消 防 費 1

水 道 事 業 会 計 出 資 金14 諸 支 出 金

10

9

8

消 防 車 両 購 入 事 業

1

1

消 防 費

市 道 整 備 事 業

公 園 整 備 事 業

事　　　　　業　　　　　名

道 路 橋 梁 費

項

5

追　　　加

特別会計繰出金

- 87 -



第３表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間 限　　度　　額
千円

追　　　加

市有施設補修・改修事業費 令和７年度 103,894

利 用 者 支 援 事 業 費 令和７年度 5,170

大 家 畜 特 別 支 援
資 金 利 子 補 給 費

令和７年度から令和31年度まで 1,244

道 路 維 持 補 修 費 令和７年度 14,409

市 道 整 備 事 業 費 令和７年度 93,100

低 地 帯 浸 水 対 策 事 業 費 令和７年度 9,317

公 園 維 持 管 理 費 令和７年度 6,029

港 湾 施 設 整 備 費 令和７年度 44,671

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 令和７年度 77,250

学 校 施 設 保 安 維 持 費 令和７年度 9,075

高 等 学 校 施 設 整 備 費 令和７年度 3,036

- 88 -



補 正 後
千円 千円 千円

10,257,735

第４表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

変　　　更

市 道 整 備 事 業 費 911,600 26,900 938,500

公 園 整 備 費 71,400 10,500 81,900

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 799,900 190,300 990,200

水 道 事 業 会 計 出 資 金 1,308,800 300,000 1,608,800

0 2,500 2,500

道 路 橋 梁 災 害 復 旧 費 0 2,210 2,210

1,790 1,790

中 学 校 災 害 復 旧 費 0 1,700 1,700

計 9,721,835 535,900

追　　　加

林 業 施 設 災 害 復 旧 費

清 掃 施 設 災 害 復 旧 費 0
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

15

16

18

19

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 12,540,005 85,466 12,625,471 0 0 20,000 65,466

3 民 生 費 34,100,199 1,779,901 35,880,100 1,343,120 0 100 436,681

4 衛 生 費 4,283,322 33,500 4,316,822 0 1,790 0 31,710

6 農林水産業費 1,303,214 21,517 1,324,731 17,805 0 100 3,612

8 土 木 費 6,837,388 84,036 6,921,424 46,521 37,400 0 115

9 港 湾 費 1,695,913 190,350 1,886,263 0 190,300 0 50

11 教 育 費 9,217,101 18,411 9,235,512 3,680 1,700 18,411 △ 5,380

12 災 害 復 旧 費 15,000 0 15,000 0 4,710 0 △ 4,710

14 諸 支 出 金 11,231,791 400,000 11,631,791 0 300,000 100,000 0

一 般 財 源

歳 出 合 計 109,347,787 2,613,181 111,960,968 1,411,126 535,900 138,611 527,544

歳 入 合 計 109,347,787 2,613,181 111,960,968

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

市 債 9,721,835 535,900 10,257,735

繰 入 金 5,197,093 527,544 5,724,637

寄 附 金 3,110,146 138,611 3,248,757

国 庫 支 出 金 24,833,104 1,035,181 25,868,285

道 支 出 金 6,448,049 375,945 6,823,994

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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型

給
付

費
6
3
5
,
6
0
9

1
8
負

担
金

補
助

5
6
0
,
2
4
3

委
託

保
育

所
費

7
5
,
3
6
6
 
 
 
 

[
内

訳
]

及
び

交
付

金
幼

稚
園

給
付

費
5
1
,
5
2
1
 
 
 
 

国
庫

支
出

金
認

定
こ

ど
も

園
給

付
費

5
0
8
,
7
2
2
 
 
 
 

3
4
0
,
1
6
8

道
支

出
金

1
4
5
,
2
5
2

一
般

財
源

1
5
0
,
1
8
9

 
4
生

活
保

護
費

1
2
,
0
0
6
,
4
6
1

2
9
2
,
0
4
7

1
2
,
2
9
8
,
5
0
8
特

定
財

源
2
1
9
,
0
3
5

一
般

財
源

7
3
,
0
1
2

 
1
扶

助
費

1
2
,
0
0
6
,
4
6
1

2
9
2
,
0
4
7

1
2
,
2
9
8
,
5
0
8
特

定
財

源
2
1
9
,
0
3
5

1
9
扶

助
費

2
9
2
,
0
4
7
扶

助
費

2
9
2
,
0
4
7

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

2
1
9
,
0
3
5

一
般

財
源

7
3
,
0
1
2

説
明

区
分

金
額

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
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）

款
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項

目

 
4
衛

生
費

4
,
2
8
3
,
3
2
2

3
3
,
5
0
0

4
,
3
1
6
,
8
2
2
特

定
財

源
1
,
7
9
0

一
般

財
源

3
1
,
7
1
0

 
1
保

健
衛

生
費

1
,
8
4
7
,
8
3
1

3
3
,
5
0
0

1
,
8
8
1
,
3
3
1
一

般
財

源
3
3
,
5
0
0

 
1
総

務
費

7
7
2
,
5
1
6

3
3
,
5
0
0

8
0
6
,
0
1
6
一

般
財

源
3
3
,
5
0
0
1
8
負

担
金

補
助

3
3
,
5
0
0
地

域
医

療
対

策
費

3
3
,
5
0
0

及
び

交
付

金
医

師
確

保
対

策
事

業
費

3
3
,
5
0
0
 
 
 
 

 
2
清

掃
費

2
,
4
3
5
,
4
9
1

0
2
,
4
3
5
,
4
9
1
特

定
財

源
1
,
7
9
0

一
般

財
源

△
1
,
7
9
0

 
1
総

務
費

9
6
7
,
4
8
0

0
9
6
7
,
4
8
0
特

定
財

源
1
,
3
0
0

[
内

訳
]

市
債

1
,
3
0
0

一
般

財
源

△
1
,
3
0
0

 
2
ご

み
処

理
費

1
,
2
6
7
,
9
0
9

0
1
,
2
6
7
,
9
0
9
特

定
財

源
4
9
0

[
内

訳
]

市
債

4
9
0

一
般

財
源

△
4
9
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
6
農

林
水

産
業

費
1
,
3
0
3
,
2
1
4

2
1
,
5
1
7

1
,
3
2
4
,
7
3
1
特

定
財

源
1
7
,
9
0
5

一
般

財
源

3
,
6
1
2

 
1
農

業
費

7
1
9
,
0
2
4

1
,
1
0
8

7
2
0
,
1
3
2
特

定
財

源
1
0
5

一
般

財
源

1
,
0
0
3

 
2
農

業
振

興
費

3
6
6
,
7
0
4

1
,
1
0
0

3
6
7
,
8
0
4
特

定
財

源
1
0
0
1
8
負

担
金

補
助

1
,
0
0
0
農

業
担

い
手

確
保

対
策

事
業

費
1
,
0
0
0

及
び

交
付

金
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
0
0

[
内

訳
]

2
4
積

立
金

1
0
0

寄
附

金

1
0
0

一
般

財
源

1
,
0
0
0

 
3
畜

産
業

費
2
4
3
,
4
6
4

8
2
4
3
,
4
7
2
特

定
財

源
5
1
8
負

担
金

補
助

8
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

利
子

補
給

費
8

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

道
支

出
金

5

一
般

財
源

3

 
3
水

産
業

費
1
2
9
,
3
2
6

2
0
,
4
0
9

1
4
9
,
7
3
5
特

定
財

源
1
7
,
8
0
0

一
般

財
源

2
,
6
0
9

 
2
振

興
費

1
0
2
,
2
7
5

2
0
,
4
0
9

1
2
2
,
6
8
4
特

定
財

源
1
7
,
8
0
0
1
8
負

担
金

補
助

2
0
,
4
0
9
漁

業
経

営
改

善
等

事
業

費
2
,
3
0
0

及
び

交
付

金
衛

生
管

理
用

車
両

導
入

事
業

費
2
,
9
0
0

[
内

訳
]

赤
潮

対
策

支
援

事
業

費
2
,
6
0
9

道
支

出
金

魚
価

安
定

対
策

事
業

費
1
2
,
6
0
0

1
7
,
8
0
0

一
般

財
源

2
,
6
0
9

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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（
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位
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千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
8
土

木
費

6
,
8
3
7
,
3
8
8

8
4
,
0
3
6

6
,
9
2
1
,
4
2
4
特

定
財

源
8
3
,
9
2
1

一
般

財
源

1
1
5

 
2
道

路
橋

梁
費

3
,
3
7
2
,
7
2
2

6
3
,
0
3
6

3
,
4
3
5
,
7
5
8
特

定
財

源
6
2
,
9
2
1

一
般

財
源

1
1
5

 
3
道

路
新

設
改

良
費

1
,
0
8
9
,
3
9
2

6
3
,
0
3
6

1
,
1
5
2
,
4
2
8
特

定
財

源
6
2
,
9
2
1
 
3
職

員
手

当
等

9
0
2
市

道
整

備
事

業
費

6
3
,
0
3
6

 
8
旅

費
1
0
2

[
内

訳
]

1
0
需

用
費

1
,
6
6
0

国
庫

支
出

金
1
3
使

用
料

及
び

3
3
7

3
6
,
0
2
1

賃
借

料

市
債

1
4
工

事
請

負
費

6
0
,
0
3
5

2
6
,
9
0
0

一
般

財
源

1
1
5

 
5
公

園
費

6
1
1
,
6
1
7

2
1
,
0
0
0

6
3
2
,
6
1
7
特

定
財

源
2
1
,
0
0
0

 
2
建

設
費

1
4
4
,
8
3
1

2
1
,
0
0
0

1
6
5
,
8
3
1
特

定
財

源
2
1
,
0
0
0
1
4
工

事
請

負
費

2
1
,
0
0
0
公

園
整

備
費

2
1
,
0
0
0

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

1
0
,
5
0
0

市
債

1
0
,
5
0
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明

- 101 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
9
港

湾
費

1
,
6
9
5
,
9
1
3

1
9
0
,
3
5
0

1
,
8
8
6
,
2
6
3
特

定
財

源
1
9
0
,
3
0
0

一
般

財
源

5
0

 
1
港

湾
費

1
,
6
9
5
,
9
1
3

1
9
0
,
3
5
0

1
,
8
8
6
,
2
6
3
特

定
財

源
1
9
0
,
3
0
0

一
般

財
源

5
0

 
2
建

設
費

8
4
9
,
2
4
6

1
9
0
,
3
5
0

1
,
0
3
9
,
5
9
6
特

定
財

源
1
9
0
,
3
0
0

1
8
負

担
金

補
助

1
9
0
,
3
5
0
国

直
轄

港
湾

工
事

負
担

金
1
9
0
,
3
5
0

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

市
債

1
9
0
,
3
0
0

一
般

財
源

5
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
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目
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1
教

育
費

9
,
2
1
7
,
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0
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,
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1
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1
2
特
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財

源
2
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,
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9
1
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財
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,
3
8
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1
総
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費

5
,
6
5
2
,
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3
5

1
8
,
2
6
1
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7
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2
9
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特

定
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1
8
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2
6
1

 
2
事

務
局
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,
1
8
4
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7
1
1

1
8
,
2
6
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,
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0
2
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9
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特

定
財

源
1
8
,
2
6
1
2
4
積

立
金

1
8
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2
6
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教

育
振

興
基

金
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立
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1
8
,
2
6
1

[
内

訳
]

寄
附

金

1
8
,
2
6
1

 
3
中

学
校

費
5
4
2
,
3
6
5

0
5
4
2
,
3
6
5
特

定
財

源
5
,
3
8
0

一
般

財
源

△
5
,
3
8
0

 
1
管

理
費

3
9
7
,
3
4
3

0
3
9
7
,
3
4
3
特

定
財

源
5
,
3
8
0

[
内

訳
]

国
庫
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出

金

3
,
6
8
0

市
債

1
,
7
0
0

一
般

財
源

△
5
,
3
8
0

 
6
社

会
教

育
費

1
,
3
4
4
,
7
9
0

1
5
0

1
,
3
4
4
,
9
4
0
特

定
財

源
1
5
0

 
2
文

化
財

保
護

費
1
0
9
,
3
0
2

1
5
0

1
0
9
,
4
5
2
特

定
財

源
1
5
0
2
4
積

立
金

1
5
0
マ

リ
モ

保
護

基
金

積
立

金
1
5
0

[
内

訳
]

寄
附

金
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5
0

説
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補
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前
の
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補
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計
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目
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復
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特
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△
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1
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1
農
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水

産
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設

4
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0
0
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4
,
0
0
0
特
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2
,
5
0
0

災
害

復
旧

費
一

般
財

源
△

2
,
5
0
0

 
1
林

業
施

設
災

害
復

4
,
0
0
0

0
4
,
0
0
0
特

定
財

源
2
,
5
0
0

旧
費

[
内

訳
]

市
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2
,
5
0
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一
般
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源

△
2
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5
0
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2
土
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設
災

害
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1
1
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0
0
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0
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△
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梁
災
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0
0
特

定
財

源
2
,
2
1
0

旧
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訳
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,
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諸
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,
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1
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別
会

計
繰

出
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1
1
,
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3
1
,
7
9
1

4
0
0
,
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0
0

1
1
,
6
3
1
,
7
9
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特

定
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源
4
0
0
,
0
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0

 
1
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別
会

計
繰

出
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1
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,
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3
1
,
7
9
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4
0
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,
0
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0

1
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,
6
3
1
,
7
9
1
特

定
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源
4
0
0
,
0
0
0

2
7
繰

出
金

4
0
0
,
0
0
0
特

別
会

計
繰

出
金

1
0
0
,
0
0
0

病
院

事
業

1
0
0
,
0
0
0
 
 
 
 

[
内

訳
]

水
道

事
業

会
計

出
資

金
3
0
0
,
0
0
0

寄
附

金

1
0
0
,
0
0
0

市
債

3
0
0
,
0
0
0

1
0
9
,
3
4
7
,
7
8
7

2
,
6
1
3
,
1
8
1

1
1
1
,
9
6
0
,
9
6
8
特

定
財

源
2
,
0
8
5
,
6
3
7

一
般

財
源

5
2
7
,
5
4
4

歳
出

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

15

16

18

市 債 784,200 26,900

一 般 財 源 103,815 115

財 源 内 訳

国庫補助金 264,413 36,021

計 1,152,428 63,036

負 担 金 補 助 113,913 0

及 び 交 付 金

公 有 財 産 1,000 0

購 入 費

原 材 料 費 606 0

工 事 請 負 費 882,836 60,035

使 用 料 及 び 1,680 337

賃 借 料

委 託 料 139,110 0

役 務 費 608 0

旅 費 3,328 102

需 用 費 4,845 1,660

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

2項 道 路 橋 梁 費

3目 道路新設改良費

市 道 整 備 事 業 職 員 手 当 等 4,502 902
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

18

26

市 債 69,300 10,500

一 般 財 源 20,565 0

財 源 内 訳

国庫補助金 64,000 10,500

計 153,865 21,000

公 課 費 9 0

負 担 金 補 助 1,562 0

及 び 交 付 金

工 事 請 負 費 140,912 21,000

使 用 料 及 び 478 0

賃 借 料

委 託 料 7,000 0

役 務 費 56 0

旅 費 990 0

需 用 費 1,933 0

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

5項 公 園 費

2目 建 設 費

公 園 整 備 事 業 職 員 手 当 等 925 0
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千円 千円

18

一 般 財 源 100 50

財 源 内 訳

市 債 990,200 190,300

国 直 轄 港 湾工 事 負 担 金 負 担 金 補 助 990,300 190,350 国の繰越承認事業
として実施する。及 び 交 付 金

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

9款 港 湾 費

1項 港 湾 費

2目 建 設 費
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千円 千円

8

11

17

26

市 債 153,300 26,900

一 般 財 源 5,218 4,685

財 源 内 訳

国庫補助金 15,080 13,353

計 173,598 44,938

公 課 費 263 33

301 99役 務 費

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

備 品 購 入 費 172,798 44,638

消 防 車 両 購 入 事 業 旅 費 236 168

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

10款 消 防 費

1項 消 防 費

3目 施 設 費

国の繰越承認事業
として実施する。
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千円 千円

27

300,000

一 般 財 源 40 0

財 源 内 訳

雑 入 21,160 0

市 債 1,608,800

水 道 事 業 会 計 出 資 金 繰 出 金 1,630,000 300,000 国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

14款 諸 支 出 金

1項 特別会計繰出金

1目 特別会計繰出金

- 110 -



　
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

計

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

6,
02

9
3,

00
0

基
金

繰
入

金
3
,0

2
9

公
園

維
持

管
理

費
令

7
6
,0

2
9

令
7

6
,0

2
9

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

9,
31

7
9,

31
7

0
低

地
帯

浸
水

対
策

事
業

費
令

7
9
,3

1
7

令
7

9
,3

1
7

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

44
,6

71
71

市
債

4
4
,6

0
0

港
湾

施
設

整
備

費
令

7
4
4
,6

7
1

令
7

4
4
,6

7
1

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

93
,1

00
0

市
債

9
3
,1

0
0

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

1,
24

4

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

市
道

整
備

事
業

費
令

7
9
3
,1

0
0

令
7

9
3
,1

0
0

基
金

繰
入

金
1
5
,4

0
0

1
6
,6

7
1

1
0
3
,8

9
4

令
7

1
,2

4
4

1
0
3
,8

9
4

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  

利
用

者
支

援
事

業
費

令
7

5
,1

7
0

債
 務

 負
 担

 行
 為

 に
 関

 す
 る

 調
 書

 補
 正

区
分

事
項

限
度

額
負

担
額

翌
年

度
以

降
の

支
出

予
定

額

金
額

左
の

財
源

内
訳

金
額

左
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

期
間

金
額

期
間

金
額

特
定

財
源

一
般

財
源

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
見

込
額

当
該

年
度

支
出

予
定

額

2
,5

8
5

大
家

畜
特

別
支

援
資

金
利

子
補

給
費

令
7
～

令
3
1

1
,2

4
4

令
7
～

令
3
1

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

負
担

金

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

5,
17

0

1
4
,4

0
9

9
市

債
1
4
,4

0
0

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

1
,2

7
1

2
,5

8
5

道
補

助
金 8

2
9

-
  
  
  
  
  
  
  

令
7

5
,1

7
0

-
  
  
  
  
  
  
  

令
7

1
4
,4

0
9

1
0
3
,8

9
4

4
1
5

国
庫

補
助

金

-
  
  
  
  
  
  

8
7
,2

2
3

追 　  　 加

市
有

施
設

補
修

・
改

修
事

業
費

道
路

維
持

補
修

費
令

7
1
4
,4

0
9

令
7

- 111 -



区
分

事
項

限
度

額
負

担
額

翌
年

度
以

降
の

支
出

予
定

額

金
額

左
の

財
源

内
訳

金
額

左
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

期
間

金
額

期
間

金
額

特
定

財
源

一
般

財
源

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
見

込
額

当
該

年
度

支
出

予
定

額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

元
　

 金
元

　
 金

割
増

金
割

増
金

計
計

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

77
,2

50
50

市
債

7
7
,2

0
0

国
直

轄
港

湾
工

事
負

担
金

令
7

7
7
,2

5
0

令
7

7
7
,2

5
0

-
  
  
  
  
  
  
  

9
,0

7
5

0
9
,0

7
5

-
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  

9,
07

5

1
,6

0
9
,5

6
4

1
,8

6
1
,9

7
8

-
  
  
  
  
  
  
  

補 正 後

2
6
,8

1
8
,4

2
6

2
6
,4

7
9
,7

6
3

1
0
6
,2

6
5

補 正 前

2
6
,4

5
1
,2

3
1

合
　

　
　

　
　

計
-

-
4
,9

2
0
,4

9
3

2
6
,1

1
2
,5

6
8

2
,9

1
3
,7

6
0

1
2
,8

2
9
,2

8
7

8
,9

8
5
,2

3
5

4
,4

0
8
,5

4
3

2
,7

9
8
,9

7
9

1
2
,7

2
3
,0

2
2

8
,9

8
1
,0

0
3

4
,0

6
4
,7

4
2

4
,2

3
2

4
,7

7
5
,7

3
8

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
 

3
,0

36
0

3
,0

3
6

令
7

3
,0

3
6

-
  
  
  
  
  
  

学
校

施
設

保
安

維
持

費
令

7
9
,0

7
5

令
7

追 　 　 加

高
等

学
校

施
設

整
備

費
令

7
3
,0

3
6

- 112 -



２
　

一
　

　
般

　
　

職
　

（
１

）
　

総
　

　
　

括

（
人

）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

※
( 

  
  

  
)は

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
に

つ
い

て
外

数
で

記
載

し
て

い
る

。

※
管

理
職

手
当

に
は

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
含

む
。

　
　

ア
　

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員

（
人

）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

※
( 

  
  

  
)は

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
外

数
で

記
載

し
て

い
る

。

1
,2

4
5
,8

3
7

－

共
済

費

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

給
与

費
明

細
書

補
正

備
考

1
4
,1

0
4
,2

0
0

1
,3

9
4
,9

9
8

1
,2

9
6
,4

4
5

1
4
6
,4

1
5

1
4
9
,2

6
4

1
5
5
,9

9
4

2
,0

5
9
,5

5
2

2
,0

5
9
,5

5
2

9
0
2

合
計

1
2
,0

4
4
,6

4
8

区
分

扶
養

手
当

児
童

手
当

管
理

職
手

当

補
正

後
1
6
9
,6

3
5

9
8
,2

4
0

2
4
6
,7

0
0

（
千

円
）
 

寒
冷

地
手

当
住

居
手

当
勤

勉
手

当
通

勤
手

当
（
千

円
）
 

期
末

手
当

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

1
5
5
,9

9
4

1
,3

9
4
,9

9
8

1
,2

9
6
,4

4
5

1
4
6
,4

1
5

補
正

前
1
6
9
,6

3
5

9
8
,2

4
0

2
4
6
,7

0
0

1
4
9
,2

6
4

5
,0

3
5
,4

7
80

区
分

教
員

特
別

手
当

特
殊

勤
務

手
当

超
過

勤
務

手
当

夜
勤

休
日

給
当

直
手

当
単

身
赴

任
手

当
退

職
手

当
合

計
等

の
内

訳
（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

職
員

手
当

比
較

0

9
0
2

補
正

前
4
,8

0
0

5
0
,8

6
6

1
8
4
,2

9
4

1
,9

4
5

9
,6

0
0

1
,1

2
5
,3

8
0

5
,0

3
4
,5

7
6

0
－

0
0

比
較

0
0

9
0
2

1
,9

4
5

－
9
,6

0
0

1
,1

2
5
,3

8
0

補
正

後
4
,8

0
0

5
0
,8

6
6

1
8
5
,1

9
6

0
0

0
0

0
0

(7
8
2
)

区
分

職
員

数
給

与
費

報
酬

給
料

職
員

手
当

等
計

補
正

後
(7

8
2
)

1
,4

6
7

1
,2

4
5
,8

3
7

5
,7

6
3
,3

3
3

5
,0

3
5
,4

7
8

0
0

0
9
0
2

0
9
0
2

比
較

1
,4

6
7

5
,7

6
3
,3

3
3

1
4
,1

0
3
,2

9
8

1
2
,0

4
3
,7

4
6

(0
)

5
,0

3
4
,5

7
6

補
正

前

区
分

職
員

数
給

与
費

共
済

費
合

計
備

考
報

酬
給

料
職

員
手

当
等

計

補
正

後
(4

)
1
,4

1
6

－
5
,3

1
5
,3

1
4

4
,3

9
7
,0

1
7

9
,7

1
2
,3

3
1

1
,7

2
0
,6

5
9

1
1
,4

3
2
,9

9
0

補
正

前
(4

)
1
,4

1
6

－
5
,3

1
5
,3

1
4

4
,3

9
6
,1

1
5

9
,7

1
1
,4

2
9

1
,7

2
0
,6

5
9

1
1
,4

3
2
,0

8
8

比
較

(0
) 0

－
0

9
0
2

9
0
2

0
9
0
2

- 113 -



※
管

理
職

手
当

に
は

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当

を
含

む
。

　
（
２

）
　

報
酬

及
び

給
料

並
び

に
職

員
手

当
等

の
増

減
額

の
明

細
(千

円
)

(千
円

)
(千

円
)

区
分

増
減

額
増

減
事

由
別

内
訳

説
明

備
考

職
員

手
当

等
9
0
2

２
　

そ
の

他
の

増
減

分
9
0
2

区
分

扶
養

手
当

児
童

手
当

管
理

職
手

当
寒

冷
地

手
当

期
末

手
当

勤
勉

手
当

通
勤

手
当

住
居

手
当

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

1
4
9
,2

6
4

補
正

後
1
6
9
,6

3
5

9
7
,7

0
0

2
4
6
,7

0
0

1
5
5
,9

9
4

1
,0

7
4
,3

1
9

1
,0

2
5
,6

4
3

1
2
3
,8

3
7

1
4
9
,2

6
4

0
0

0
0

0

補
正

前
1
6
9
,6

3
5

9
7
,7

0
0

2
4
6
,7

0
0

1
5
5
,9

9
4

1
,0

7
4
,3

1
9

1
,0

2
5
,6

4
3

1
2
3
,8

3
7

0

区
分

教
員

特
別

手
当

特
殊

勤
務

手
当

超
過

勤
務

手
当

夜
勤

休
日

給
当

直
手

当
単

身
赴

任
手

当
退

職
手

当
合

計
等

の
内

訳
（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

（
千

円
）
 

職
員

手
当

比
較

0
0

補
正

後
4
,8

0
0

5
0
,6

6
2

1
7
2
,2

0
1

1
,9

4
5

－
9
,6

0
0

1
,1

1
4
,7

1
7

4
,3

9
7
,0

1
7

補
正

前
4
,8

0
0

5
0
,6

6
2

1
7
1
,2

9
9

1
,9

4
5

－
9
,6

0
0

1
,1

1
4
,7

1
7

4
,3

9
6
,1

1
5

比
較

0
0

9
0
2

0
－

0
0

9
0
2

- 114 -



議案第４４号 

 

令和６年度釧路市国民健康保険特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０５,２３６千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１５,８２５,９７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険収入 15,720,741 105,236 15,825,977

2 道 支 出 金 11,603,074 105,236 11,708,310

15,720,741 105,236 15,825,977

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険費 15,720,741 105,236 15,825,977

2 保 険 給 付 費 11,202,807 100,000 11,302,807

5 諸 支 出 金 237,631 5,236 242,867

15,720,741 105,236 15,825,977

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

2

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 保 険 給 付 費 11,202,807 100,000 11,302,807 100,000 0 0 0

5 諸 支 出 金 237,631 5,236 242,867 5,236 0 0 0

15,720,741 105,236 15,825,977 105,236 0 0 0歳 出 合 計

15,720,741歳 入 合 計

項 補正前の額

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

一般財源

15,825,977

国道支出金

105,236

市 債 そ の 他
計

道 支 出 金 11,603,074 105,236 11,708,310

補 正 額
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議案第４５号 

 

令和６年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の国民健康保険阿寒診療所事業特別会計補正予算は、次

に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,０００千円を追加し、

歳入歳出それぞれ５０９,４０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険阿寒 501,409 8,000 509,409

診療所事業収入 1 診 療 収 入 153,005 2,764 155,769

4 繰 入 金 337,175 5,236 342,411

501,409 8,000 509,409

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険阿寒 501,409 8,000 509,409

診 療 所 事 業 費 2 医 業 費 64,737 8,000 72,737

501,409 8,000 509,409

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

1

4

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 医 業 費 64,737 8,000 72,737 0 0 8,000 0

501,409 8,000 509,409 0 0 8,000 0歳 出 合 計

501,409歳 入 合 計

項 補正前の額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

補 正 額
一般財源

509,409

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

診 療 収 入 153,005 2,764 155,769

342,411

市 債 そ の 他

8,000

5,236繰 入 金 337,175
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議案第４６号 

 

令和６年度釧路市介護保険特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

（繰越明許費の追加）  

第１条 予算第３条を第４条とし、第２条中「第２表」を「第３表」に改め、

同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。  

（繰越明許費）  

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。  

２ 予算第２表を第３表とし、第１表の次に次の１表を加える。  

第１表 繰越明許費 （別 紙） 

 

令和７年２月２１日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（保険事業勘定）

金 額
千円

第１表　　繰　越　明　許　費

款 項 事　　　　　業　　　　　名

1 介 護 保 険 費 1 総 務 費 46,079
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 拠 点 等
整 備 費 補 助 金
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千円 千円

18

財 源 内 訳 国庫補助金 51,008 46,079

整 備 費 補 助 金

繰り越しの事由
節 金 額

地域密着型サービス拠点等 負 担 金 補 助 51,008 46,079 国の繰越承認事業
として実施する。及 び 交 付 金

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

1款 介 護 保 険 費

1項 総 務 費

1目 事 務 費

繰 越 金 額
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議案第４７号 

 

令和６年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３８７千円を追加し、

歳入歳出それぞれ６３１,２７６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動物園事業収入 629,889 1,387 631,276

4 寄 附 金 3,309 1,387 4,696

629,889 1,387 631,276

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 629,889 1,387 631,276

1 事 業 費 611,078 1,387 612,465

629,889 1,387 631,276

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 611,078 1,387 612,465 0 0 1,387 0

629,889 1,387 631,276 0 0 1,387 0

1,387

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

1,387

一般財源

631,276

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

寄 附 金

市 債

4,6963,309

歳 出 合 計

629,889歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
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議案第４８号 

 

令和６年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和６年度釧路市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 病 院 事 業 収 益 21,010,289千円  20,182千円 21,030,471千円 

第２項 医 業 外 収 益  1,922,077千円  20,182千円  1,942,259千円 

支               出 

第１款 病 院 事 業 費 用 20,980,792千円  20,156千円 21,000,948千円 

第１項 医 業 費 用 20,406,574千円  20,182千円 20,426,756千円 

第２項 医 業 外 費 用   277,243千円  △26千円    277,217千円 

（資本的収入） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入 2,317,612千円      0千円 2,317,612千円 

第１項 企 業 債 2,210,200千円 △100,000千円 2,110,200千円 

第５項 他会計負担金   100,000千円  100,000千円  200,000千円 

（継続費） 

第４条 既定の継続費の年割額を、次のとおり補正する。 
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区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

 
      

 

千円  
令和５ 

千円 

0 

変 

 

 

 

 

 

更 

補
正
前 

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

新 棟 建 設 等 

事 業 

 
令和６ 1,453,210 

令和７ 4,833,488 

30,000,000 令和８ 19,752,973 

 

令和９ 2,173,292 

令和10 633,369 

令和11 1,153,668 

補
正
後 

 
令和５ 0 

令和６ 1,453,210 

令和７ 6,627,890 

39,218,000 令和８ 27,176,571 

 

令和９ 2,173,292 

令和10 633,369 

令和11 1,153,668 

（債務負担行為） 

第５条 既定の債務負担行為をすることができる限度額を、次のとおり補正

する。 

区 分 事   項 期   間 限 度 額 

変 補正前 ドクターヘリ運航委託 令和６年度から 1,540,480千円 

更 補正後 費 令和10年度まで 1,641,390千円 

（企業債） 

第６条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
医 療 機 械 等 

整 備 費 

千円 

700,000 

千円 

△100,000 

千円 

600,000 

計 2,210,200 △100,000 2,110,200 
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令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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固
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0
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

貯
蔵

品
　

先
入

先
出

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

は
、

市
立

釧
路

総
合

病
院

及
び

高
等

看
護

学
院

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
固

定
資

産
の

減
価

償
却

の
方

法
こ

の
２

つ
を

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
(１

)
有

形
固

定
資

産
（
リ
ー

ス
資

産
を

除
く

。
）

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

減
価

償
却

の
方

法
定

額
法

に
よ

る
。

病
院

・
主

な
耐

用
年

数
看

護
師

養
成

建
物

1
0
～

4
7
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

器
械

備
品

 4
～

1
0
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
6
年

(２
)

リ
ー

ス
資

産
医

業
収

益
・

所
有

権
移

転
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
医

業
費

用
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す

る
減

価
償

却
方

法
と

同
一

の
方

法
を

採
用

し
て

い
る

。
医

業
損

益
・

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
経

常
損

益
リ
ー

ス
期

間
を

耐
用

年
数

と
し

、
残

存
価

額
を

零
と

す
る

定
額

法
に

よ
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
３

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(１

)
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
回

収
不

能
見

込
み

額
他

会
計

繰
入

金
を

計
上

し
て

い
る

。
減

価
償

却
費

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
特

別
利

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
に

特
別

損
失

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い
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。

高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
有

形
固

定
資

産
及

び
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
計

上
し

て
い
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。
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
(３

)
賞

与
引

当
金

職
員

の
期

末
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勉
手

当
の

支
給
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備

え
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た
め
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年
度
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額
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年

度
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６

年
４
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至
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７
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３
１
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づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に
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す

る
額
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計

上
し
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い
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。
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等

看
護

学
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に
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一
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単

位
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円
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会

計
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の

全
部
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と
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っ
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た

め
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計
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し
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(４
)

法
定

福
利

費
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
職

員
の

期
末
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勤

勉
手

当
に
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法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
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事
業

年
度

末
に
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け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出
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込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
高

等
看

護
学

院
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
一

般
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
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と
と

な
っ

て
い

る
た

め
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計
上

し
て

い
な

い
。

他
会

計
繰

入
金

４
消

費
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等
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会
計

処
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償
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費
消

費
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地
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消
費

税
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会
計

処
理
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税

抜
方

式
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。

な
お

、
控

除
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象
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費
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別
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に
つ

い
て
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当
事

業
年

度
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費
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と
し

て
処

理
し

て
い

る
。

 た
だ

し
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固
定

資
産

に
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除
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別
損

失
外

消
費

税
等

に
つ

い
て
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長
期

前
払

消
費

税
勘

定
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計
上

し
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償
却

を
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っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
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び
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形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
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他
会

計
の

負
担

Ⅳ
そ

の
他

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

１
貸

倒
引

当
金

の
取

り
崩

し
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
「
病

院
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

た
め

貸
倒

引
当

金
8
,7

0
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
負

担
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
5
,0

7
9
,9

6
9
千

円
で

あ
る
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２

退
職

給
付

引
当

金
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取
り
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事

業
年

度
に
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い

て
、

退
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手
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す
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た

め
退
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給

付
引

当
金

3
3
5
,6

4
4
千

円
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取
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す

。
３

賞
与

引
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金
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法
定

福
利

費
引
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金
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取

り
崩
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事
業

年
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い
て

、
期
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・
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勉
手

当
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す
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た
め

賞
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引
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金
4
8
3
,4

9
6
千

円
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取
り

崩
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定

福
利

費
引

当
金

9
2
,7

3
6
千

円
を

取
り

崩
す
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1
8
,2

8
3
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3
2
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1
8
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3
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△
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△
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0
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0
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△
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0
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0
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0
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0
1

0
1
2
0
,0
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議案第４９号 

 

令和６年度釧路市水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度釧路市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（４）主要な建設改良事業 

ア 管 路 布 設    ４，７９６ｍ 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，９９０，５５６千円」を「３，２３

３，９４４千円」に、「３０７，６５０千円」を「５５１，０３８千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収                入 

第１款 資 本 的 収 入  5,987,078千円 2,167,314千円  8,154,392千円 

第１項  企 業 債 3,365,900千円 1,292,100千円 4,658,000千円 

第２項  出 資 金 1,330,000千円  300,000千円 1,630,000千円 

  第５項 国 庫 補 助 金 1,258,011千円  575,214千円 1,833,225千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 8,977,634千円 2,410,702千円 11,388,336千円 

第１項 建 設 改 良 費 7,383,360千円 2,410,702千円 9,794,062千円 

 （債務負担行為） 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 
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区 分 事   項 期   間 限 度 額 

追 加 配水管整備事業費 令和７年度 151,998千円 

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 

上 水 道 第 ３ 回 

拡 張 事 業 費 

千円 

2,759,600 

千円 

321,200 

千円 

 3,080,800 

上 水 道 配 水 管 

整 備 事 業 費 
374,600 970,900  1,345,500 

計 3,365,900 1,292,100 4,658,000 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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更
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更
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更
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0
,0

0
0

3
0
0
,0

0
0

1
,6

3
0
,0

0
0

3
0
0
,0

0
0
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補 正 後 補 正 前 補 正 後 補 正 前 補 正 後 補 正 前 補 正 後

－
－

令
7

1
5
1
,9
9
8

1
2
1
,5
0
0

0
0

令
7

3
5
,8
0
0 0

令
7
～

令
8

1
4
,6
9
0

0
0

0
0

6
9
,0
3
9

－

追 加
配

水
管

整
備

事
業

費
1
5
1
,9
9
8

1
5
1
,9
9
8

－
－

－
－

－

－
－

－
－

3
0
,4
9
8

5
2
,3
3
8

7
,5
6
8

5
,2
2
5

0

8
,9
7
0

5
,2
2
5

1
,1
0
7
,2
7
1

7
2
7
,7
0
0

1
9
7
,6
2
2

1
8
1
,9
4
9

1
6
2
,6
9
0

1
0
6
,2
0
0

2
9
,8
5
3

2
6
,6
3
7

0

4
8
,8
8
7

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

区 　 分
事
　
　
　
項

限
度
額

負
担
額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

の
財

源
内

訳
翌

年
度

以
降

の
支

払
義

務
発

生
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

給
水

収
益

等
給

水
収

益
等

期
間

金
額

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金
期

間
金

額
金

額
企

業
債

出
資

金
国

庫
補

助
金

補 正 前

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
更

新
事

業
費

1
4
,3
9
1
,9
2
3

1
4
,3
9
1
,9
2
3

平
2
7
～

令
5

4
,7
2
0
,1
1
9

2
,5
8
9
,9
5
6

9
7
2
,3
0
0

9
7
0
,0
0
0

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

6
1
1
,5
1
2

4
,4
7
1
,7
3
6

3
,4
1
8
,2
6
4

1
,2
9
3
,5
0
0

1
,2
7
0
,0
0
0

8
5
4
,5
6
5

1
9
9

6
,2
5
3
,5
4
0

8
7
7
,4
0
0

5
0
0
,0
0
0

6
4
7
,4
8
8

1
6
8

令
7
～

令
2
8

7
,0
8
1
,8
4
8

1
,1
9
8
,6
0
0

8
0
0
,0
0
0

4
0
4
,4
3
5

4
,4
7
1
,7
0
5

補 正 前
合

　
　
　
　
計

－
6
,7
4
8
,2
6
8

3
,1
7
4
,6
4
9

2
,0
9
5
,7
0
0

8
0
0
,0
0
0

8
8
5
,7
4
1

6
,5
6
3
,9
4
6

補 正 後
4
,0
0
2
,9
5
7

1
,4
3
8
,1
0
0

1
,2
7
0
,0
0
0

8
5
4
,5
6
5

4
4
0
,2
9
2

1
,1
1
6
,9
0
0

9
7
0
,0
0
0

6
4
7
,4
8
8

4
4
0
,2
6
1

1
,1
0
5
,1
0
0

5
0
0
,0
0
0

4
3
4
,2
8
8

6
,4
0
1
,1
5
9

－

1
0
,3
4
5
,3
8
7

8
,4
4
0
,5
4
7

2
1
,0
7
2
,7
9
0

2
0
,2
6
8
,3
0
4

2
1
,2
2
4
,7
8
8

1
9
,1
9
1
,7
7
2

1
4
,6
9
0

0

変 更

配
水

管
整

備
事

業
費

5
2
,3
3
8

5
,2
2
5

2
5
1
,5
2
6

1
4
,6
9
0

1
,1
0
7
,2
7
1

1
6
2
,6
9
0

令
7

2
5
1
,5
2
6

－
－

1
,1
0
7
,2
7
1

－
－

3
2
7
,9
6
5

－
－

0

0
0

0

－
－

－
－

－

2
5
1
,5
2
6

1
3
3
,6
0
0
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（
単

位
　

千
円

）

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

有
形

固
定

資
産

1
0
8
,5

0
6
,7

4
5

企
業

債

減
価

償
却

累
計

額
△

 4
5
,1

7
7
,3

3
9

6
3
,3

2
9
,4

0
6

令
和

６
年

度
釧

路
市

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

（
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）

資
産

の
部

固
定

資
産

流
動

負
債

3
,9

1
1
,9

2
8

無
形

固
定

資
産

合
計

2
,6

8
9

引
当

金

1
,5

5
5
,8

8
8

有
形

固
定

資
産

合
計

6
3
,3

2
9
,4

0
6

無
形

固
定

資
産

企
業

債
合

計
1
,5

5
5
,8

8
8

投
資

そ
の

他
の

資
産

賞
与

引
当

金
4
3
,4

2
5

投
資

有
価

証
券

1
,3

5
0

法
定

福
利

費
引

当
金

7
,7

4
2

電
話

加
入

権
2
,6

8
9

未
払

金

5
,5
7
2
,9
2
1

流
動

資
産

繰
延

収
益

出
資

金
3
,0

2
7

引
当

金
合

計
5
1
,1

6
7

4
,3

7
7

預
り

金
5
3
,9

3
8

現
金

預
金

1
,8

2
4
,9

5
2

長
期

前
受

金
1
8
,0

4
8
,6

8
0

未
収

金
4
,0

6
1
,4

0
3

収
益

化
累

計
額

△
 6

,8
5
6
,3

4
7

固
定

資
産

合
計

6
3
,3
3
6
,4
7
2

流
動

負
債

合
計

貸
倒

引
当

金
△

 4
0
,3

2
3

4
,0

2
1
,0

8
0

繰
延

収
益

合
計

1
1
,1
9
2
,3
3
3

貯
蔵

品
1
8
6
,0

8
5

負
債

合
計

4
5
,3
9
7
,7
2
7

資
本

の
部

負
債

の
部

資
本

金
2
0
,9
2
7
,9
2
2

固
定

負
債

剰
余

金

流
動

資
産

合
計

6
,0
3
2
,1
1
7

資
産

合
計

6
9
,3
6
8
,5
8
9

企
業

債
合

計
2
8
,1

2
0
,3

0
8

資
本

剰
余

金
合

計
3
0
,2

2
7

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金
5
1
2
,1

6
5

利
益

剰
余

金

企
業

債
資

本
剰

余
金

2
8
,1

2
0
,3

0
8

受
贈

財
産

評
価

額
1
1
,7

2
7

寄
附

金
1
8
,5

0
0

引
当

金
合

計
5
1
2
,1

6
5

減
債

積
立

金
2
5
1
,0

0
5

固
定

負
債

合
計

2
8
,6
3
2
,4
7
3

建
設

改
良

積
立

金

3
,0
4
2
,9
4
0

資
本

合
計

2
3
,9
7
0
,8
6
2

負
債

資
本

合
計

6
9
,3
6
8
,5
8
9

8
7
0
,0

0
0

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
1
,8

9
1
,7

0
8

利
益

剰
余

金
合

計
3
,0

1
2
,7

1
3

剰
余

金
合

計
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
有

価
証

券
の

評
価

基
準

及
び

評
価

方
法

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

そ
の

他
有

価
証

券
　

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

水
道

事
業

会
計

は
、

上
水

道
事

業
及

び
簡

易
水

道
事

業
を

運
営

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
２

つ
を

２
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
貯

蔵
品

　
先

入
先

出
法

に
よ

る
原

価
法

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
３

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

　
水

道
事

業
の

う
ち

、
簡

易
水

道
事

業
以

外
の

、
計

画
給

水
人

口
が

5
,0

0
0
人

を
超

え
る

水
道

・
減

価
償

却
の

方
法

事
業

。
釧

路
市

街
地

区
の

水
道

事
業

（
釧

路
町

域
を

含
む

。
）

定
額

法
に

よ
る

。
　

計
画

給
水

人
口

が
5
,0

0
0
人

以
下

の
水

道
事

業
。

計
画

給
水

人
口

の
規

模
が

小
さ

い
も

の
。

・
主

な
耐

用
年

数
山

花
・
阿

寒
・
飽

別
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
簡

易
水

道
事

業
(二

俣
飲

用
水

事
業

含
む

。
)

建
物

1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
8
年

前
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

機
械

及
び

装
置

 8
～

1
7
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
運

搬
具

 3
～

6
年

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 3

～
1
5
年

営
業

収
益

(２
)

無
形

固
定

資
産

営
業

費
用

・
減

価
償

却
の

方
法

営
業

損
益

定
額

法
に

よ
る

。
経

常
損

益
４

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
(１

)
貸

倒
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
債

権
の

不
納

欠
損

に
よ

る
損

失
に

備
え

る
た

め
、

貸
倒

実
績

率
等

に
よ

る
回

収
不

能
見

込
み

額
を

そ
の

他
の

項
目

計
上

し
て

い
る

。
他

会
計

繰
入

金
(２

)
退

職
給

付
引

当
金

減
価

償
却

費
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
有

形
固

定
資

産
及

び
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

(３
)

賞
与

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

（
単

位
　

千
円

）
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
負

債
５

消
費

税
等

の
会

計
処

理
そ

の
他

の
項

目
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

他
会

計
繰

入
金

減
価

償
却

費
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

有
形

固
定

資
産

及
び

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
償

還
予

定
の

も
の

も
含

む
。

）
の

う
ち

、
「
水

道
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
負

担
Ⅳ

そ
の

他
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
1
,0

0
1
,5

9
8
千

円
で

あ
る

。
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

1
0
,9

3
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

4
3
,5

6
1
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
4
0
,6

2
1
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

7
,9

6
6
千

円
を

取
り

崩
す

。

事
業

区
分

事
　

　
業

　
　

の
　

　
内

　
　

容

上
水

道
事

業

簡
易

水
道

事
業

上
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
合

　
計

3
,9

6
3
,1

3
1

2
5
1
,8

8
3

4
,2

1
5
,0

1
4

3
,7

0
6
,9

5
0

3
7
0
,7

3
2

4
,0

7
7
,6

8
2

2
5
6
,1

8
1

△
 1

1
8
,8

4
9

1
3
7
,3

3
2

5
7
0
,4

6
7

6
4
,4

9
3

6
3
4
,9

6
0

5
7
,9

8
3
,6

6
0

3
,1

6
7
,6

3
9

6
1
,1

5
1
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議案第５０号 

 

令和６年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（２）主要な建設改良事業 

ア 管 渠 布 設    １，５５０ｍ 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，４８９，３９７千円」を「２，５４

７，２０８千円」に、「５６０，９１３千円」を「６１８，７２４千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  2,198,537千円   581,189千円 2,779,726千円 

第１項 企 業 債 1,402,800千円   243,700千円 1,646,500千円 

第２項 国 庫 補 助 金  771,400千円   337,489千円 1,108,889千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  4,687,934千円   639,000千円 5,326,934千円 

第１項 建 設 改 良 費 2,343,560千円   639,000千円 2,982,560千円 

（継続費） 

第４条 予算第５条に定めた継続費の年割額を、次のとおり補正する。 
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区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

変 
 

 

更 

補
正
前 

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

大楽毛終末処理場 

２ 系 水 処 理 

設 備 更 新 

千円 

令和６ 

千円 

230,000 

384,000 
令和７ 

 

154,000 

補
正
後 

令和６ 

 

204,000 

 

令和７ 

 

180,000 

第５条 予算第１０条を第１１条とし、第６条から第９条までを１条ずつ繰

り下げ、第５条の次に次の１条を加える。 

  （債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の 

とおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

下水終末処理場維持補修費 令和７年度 22,506千円 

下水道築造事業費 令和７年度 130,000千円 

（企業債） 

第６条 予算第７条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
下 水 道 建 設 

事 業 費 

千円 

1,402,800 

千円 

243,700 

千円 

1,646,500 

計 1,402,800 243,700 1,646,500 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

　
　
の
　
　
財

　
　
源

　
　
内

　
　
訳

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

　
　
の
　
　
財

　
　
源

　
　
内

　
　
訳
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

3
,5
5
9
,4
8
9

引
当

金

賞
与

引
当

金
2
6
,6

9
6

法
定

福
利

費
引

当
金

4
,7

9
9

引
当

金
合

計

未
払

金
1
,3

3
1
,5

1
5

預
り

金
1
,4

8
5

流
動

負
債

合
計

3
1
,4

9
5

1
9
,4
5
9
,9
4
8

資
本

合
計

2
0
,7
4
3
,5
6
1

流
動

負
債

負
債

資
本

合
計

8
0
,8
0
6
,9
7
2

企
業

債

2
,1

9
4
,9

9
4

企
業

債
合

計

引
当

金
合

計
3
6
0
,6

6
3

利
益

剰
余

金
合

計

2
,1

9
4
,9

9
4

1
5
,9

0
7
,1

7
0

固
定

負
債

合
計

2
0
,5
2
6
,5
5
1

剰
余

金
合

計

引
当

金
建

設
改

良
積

立
金

2
,0

0
0
,0

0
0

退
職

給
付

引
当

金
3
6
0
,6

6
3

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2
,0

5
9
,9

7
6

2
0
,1

6
5
,8

8
8

利
益

剰
余

金

企
業

債
合

計
2
0
,1

6
5
,8

8
8

減
債

積
立

金
1
1
,8

4
7
,1

9
4

固
定

負
債

そ
の

他
資

本
剰

余
金

2
6
,7

7
7

企
業

債
資

本
剰

余
金

合
計

3
,5

5
2
,7

7
8

一
般

会
計

負
担

金
2
,5

7
3
,9

0
5

負
債

の
部

一
般

会
計

補
助

金
1
0
4
,3

0
0

工
事

負
担

金
2
,3

8
0

資
産

合
計

8
0
,8
0
6
,9
7
2

道
補

助
金

1
,5

0
6

1
4
4
,3

7
7

流
動

資
産

合
計

2
,6
0
0
,7
4
9

国
庫

補
助

金
6
9
9
,5

3
3

未
収

金
1
,2

4
4
,5

4
3

資
本

剰
余

金

貸
倒

引
当

金
△

 4
5
,5

2
2

1
,1

9
9
,0

2
1

受
贈

財
産

評
価

額

資
本

金
1
,2
8
3
,6
1
3

流
動

資
産

現
金

預
金

1
,4

0
1
,7

2
8

剰
余

金

出
資

金
8
,6

0
9

8
,6

0
9

資
本

の
部

固
定

資
産

合
計

7
8
,2
0
6
,2
2
3

有
形

固
定

資
産

合
計

7
8
,1

9
7
,6

1
4

繰
延

収
益

合
計

3
5
,9
7
7
,3
7
1

投
資

そ
の

他
の

資
産

負
債

合
計

6
0
,0
6
3
,4
1
1

有
形

固
定

資
産

1
8
8
,9

4
9
,3

0
2

長
期

前
受

金
9
6
,2

6
3
,0

3
8

減
価

償
却

累
計

額
△

 1
1
0
,7

5
1
,6

8
8

7
8
,1

9
7
,6

1
4

収
益

化
累

計
額

△
 6

0
,2

8
5
,6

6
7

令
和

６
年

度
釧

路
市

下
水

道
事

業
予

定
貸

借
対

照
表

補
正

（
令
和
７
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

固
定

資
産

繰
延

収
益
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
な

お
、

各
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

事
業

区
分

事
　

業
　

の
　

内
　

容
　

 （
１

）
有

形
固

定
資

産
都

市
計

画
事

業
と

し
て

執
行

す
る

も
の

。
主

と
し

て
市

街
地

に
お

け
る

下
水

を
排

除
し

、
・

減
価

償
却

の
方

法
又

は
処

理
す

る
た

め
に

市
が

管
理

す
る

下
水

道
。

古
川

・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
6
～

2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
3
～

5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
（
１

）
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

（
２

）
退

職
給

付
引

当
金

経
常

損
益

職
員

の
退

職
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
退

職
手

当
の

要
支

給
額

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
（
３

）
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
（
４

）
法

定
福

利
費

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

当
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）

Ⅱ
予

定
貸

借
対

照
表

等
関

連
１

企
業

債
の

償
還

に
係

る
他

会
計

の
負

担
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
て

い
る

企
業

債
（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

7
,0

2
3
,4

9
6
千

円
そ

の
他

の
項

目
で

あ
る

。
他

会
計

繰
入

金
減

価
償

却
費

Ⅲ
セ

グ
メ

ン
ト
情

報
の

開
示

有
形

固
定

資
産

及
び

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

２
つ

を
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
Ⅳ

そ
の

他
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

1
0
,7

4
6
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

1
9
,7

3
6
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
2
4
,9

6
4
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

4
,9

7
1
千

円
を

取
り

崩
す

。

1
1
8
,3

5
8

4
6
5
,7

6
2

5
8
4
,1

2
0

1
,4

8
1
,6

5
8

3
5
0
,2

4
2

1
,8

3
1
,9

0
0

3
,0

3
6
,2

4
2

4
1
8
,8

2
6

3
,4

5
5
,0

6
8

5
1
,9

1
8
,9

8
9

8
,1

4
4
,4

2
2

6
0
,0

6
3
,4

1
1

公
共

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業
7
1
,0

6
4
,6

4
7

9
,7

4
2
,3

2
5

8
0
,8

0
6
,9

7
2

2
,9

6
0
,5

1
7

4
0
8
,0

7
8

3
,3

6
8
,5

9
5

△
 8

3
1
,9

1
6

△
 8

3
,3

2
4

△
 9

1
5
,2

4
0

1
,3

9
8
,1

6
7

3
4
1
,0

0
9

1
,7

3
9
,1

7
6

7
1
,0

0
8
,6

9
2

9
,0

7
8
,8

3
0

8
0
,0

8
7
,5

2
2

5
2
,5

7
1
,5

5
2

7
,4

8
5
,8

8
8

6
0
,0

5
7
,4

4
0

△
 7

2
1
,6

4
5

△
 2

5
5
,4

3
1

△
 9

7
7
,0

7
6

8
1
3
,1

3
3

1
6
,0

2
9

8
2
9
,1

6
2

4
,4

1
0
,3

3
5

4
6
3
,1

5
5

4
,8

7
3
,4

9
0

5
,1

3
1
,9

8
0

7
1
8
,5

8
6

5
,8

5
0
,5

6
6

公
共

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業

公
共

下
水

道
事

業

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業

- 163 -



- 164 -



諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

 

次の者を、人権擁護委員候補者に推薦いたしたいので、議会の意見を求め

たい。 

記 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（ 参 考 ）  

 

人 権 擁 護 委 員 法 抜 粋  

 

（ 委 員 の 推 薦 及 び 委 嘱 ）  

第 ６ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  市 町 村 長 は 、 法 務 大 臣 に 対 し 、 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す

る 住 民 で 、 人 格 識 見 高 く 、 広 く 社 会 の 実 情 に 通 じ 、 人 権 擁 護 に つ い て 理 解

の あ る 社 会 事 業 家 、 教 育 者 、 報 道 新 聞 の 業 務 に 携 わ る 者 等 及 び 弁 護 士 会 そ

の 他 婦 人 、 労 働 者 、 青 年 等 の 団 体 で あ つ て 直 接 間 接 に 人 権 の 擁 護 を 目 的 と

し 、 又 は こ れ を 支 持 す る 団 体 の 構 成 員 の 中 か ら 、 そ の 市 町 村 の 議 会 の 意 見

を 聞 い て 、 人 権 擁 護 委 員 の 候 補 者 を 推 薦 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 以 下  略 ）  
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報告第１号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件                

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

令和６年度釧路市一般会計補正予算 

（別 記） 

 

令和７年２月２１日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

道路除雪費の増額について、ここに報告のとおり専決処分をしたので承認

を求めたく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 長 の 専 決 処 分 ）  

第 １ ７ ９ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 １ １ ３ 条 た だ し

書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通 地 方 公 共 団 体

の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊 急 を 要 す る た め 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に  

お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、  

そ の 議 決 す べ き 事 件 を 処 分 す る こ と が で き る 。 （ た だ し 書  略 ）  

（ ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会

議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 項  略 ）  
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（別 記） 

 

令和６年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５０,０００千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０９,３４７,７８７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

19 繰 入 金 4,747,093 450,000 5,197,093

2 基 金 繰 入 金 4,728,509 450,000 5,178,509

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

8 土 木 費 6,387,388 450,000 6,837,388

2 道 路 橋 梁 費 2,922,722 450,000 3,372,722

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 108,897,787 450,000 109,347,787

款 項

歳 出 合 計 108,897,787 450,000 109,347,787
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

19

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8 土 木 費 6,387,388 450,000 6,837,388 0 0 0 450,000

一般財源

歳 出 合 計 108,897,787 450,000 109,347,787 0 0 0 450,000

歳 入 合 計 108,897,787 450,000 109,347,787

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

繰 入 金 4,747,093 450,000 5,197,093

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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